
◆
巻
頭

参
議

院
議

員
通

常
選

挙

◆
対
象
を
６
年
生
ま
で
拡
大

児
童

医
療

費
給

付
事

業

◆
紹
介

陸
前

高
田

市
派

遣
職

員
紹

介

◆
巻
末

食
改

レ
シ

ピ

　
保
存
作
業
の
足
場
が
解
体
さ
れ
た
「
奇
跡
の
一
本
松
」。

　
薄
い
朝
霧
の
中
で
朝
日
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
静
か
に
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。

　
７
月
３
日
（
水
）
か
ら
１
年
間
程
度
、
日
没
後
に
奇
跡
の
一
本
松
の

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

朝
日

に
映

え
る

奇
跡

の
一

本
松

２
０
１３

年（
平

成
２
５

年
）

月１
日

号

N
o
.9
1
6

７ ７７ ７
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高田第１

高田第２

高田第３

高田第４

気　　仙

広田第１

広田第２

広田第３

広田第４

広田第５

小友第１

小友第２

市立高田小学校

高田町和野会館

高田町小泉公民館

市立第一中学校

漁村センター
（長部コミセン）

市立広田小学校

広田町中沢浜公民館

広田町大陽公民館

広田町小袖公民館

広田町根岬集会所

ふるさとセンター
（小友コミセン）

小友町矢の浦公民館

投票区 投 票 場 所

米崎第１

米崎第２

米崎第３

矢作第１

矢作第２

矢作第３

矢作第４

矢作第５

竹　　駒

横田第１

横田第２

横田第３

市立高田東中学校
（旧市立米崎中学校）

米崎町和方会館

自然環境活用センター
（米崎コミセン）

旧矢作町財産区事務所

下矢作多目的研修センター
（下矢作コミセン）

生出多目的集会センター
（生出コミセン）

矢作町小黒山公民館

雪沢地域文化伝承会館

定住促進センター
（竹駒コミセン）

横田町第２区部落会館

横田基幹集落センター
（横田コミセン）

横田町第６区町内会館

投票区 投 票 場 所

　

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人

は
、
本
市
に
居
住
し
て
い
る
平
成

５
年
７
月
22
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
で
す
。

　

ほ
か
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
て

き
た
場
合
、
平
成
25
年
４
月
３
日

ま
で
に
転
入
の
手
続
き
を
済
ま

せ
、
引
き
続
き
居
住
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

市
内
で
転
居
し
た
人
で
、
６
月

26
日
以
降
に
転
居
の
届
出
を
し
た

人
は
、
転
居
前
住
所
地
の
投
票
所

で
の
投
票
に
な
り
ま
す
。

　

入
場
券
は
、
７
月
５
日
ご
ろ
に

郵
便
で
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
く

予
定
で
す
。

　

入
場
券
に
は
氏
名
や
住
所
・
性

別
・
投
票
所
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
届
い
た
ら
す
ぐ
に
記
載

内
容
を
確
認
し
、
間
違
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
場
合
は
、
選
挙

管
理
委
員
会
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。　

　

入
場
券
は
、
投
票
日
ま
で
大
切

に
保
管
し
、
当
日
は
忘
れ
ず
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
入
場
券
を
紛
失
し
た
場

合
や
入
場
券
が
な
い
（
届
か
な
い
）

場
合
で
も
、
本
人
確
認
を
し
た
上

で
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
当
日
投

票
所
の
受
付
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

　

候
補
者
名
で
投
票
す
る
「
岩
手

県
選
出
議
員
選
挙
」、
候
補
者
名

又
は
政
党
名
で
投
票
す
る
「
比
例

代
表
選
出
議
員
選
挙
」
の
２
種
類

の
投
票
を
行
い
ま
す
。

　

学
生
な
ど
で
、
本
市
に
住
民
登

録
を
し
て
い
て
も
、
実
際
に
は
、

ほ
か
の
市
町
村
に
居
住
し
て
い
る

人
は
、
住
所
が
な
い
と
判
断
さ
れ

投
票
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　任期満了に伴う参議院議員通常選挙が７月２１日（日）に行われます。

　投票は、午前７時から午後７時まで、市内２４か所の投票所で行われます。あなたの大

切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

　また、投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票又は不在者投票をしましょう。

参議院議員通常選挙
投票時間は 午前７時～午後７時

参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙

投
票
で
き
る
人
は

入
場
券
を
忘
れ
ず
に

二
つ
の
投
票
を
行
い
ま
す

学
生
の
皆
さ
ん
は
ご
注
意
を

■投票所一覧



③

　

投
票
日
に
投
票
所
に
行
く
こ
と

が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
期
日

前
投
票
と
不
在
者
投
票
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

期
日
前
投
票
で
は
投
票
日
と
同

じ
よ
う
に
期
日
前
投
票
所
で
投
票

で
き
ま
す
。

　

不
在
者
投
票
で
は
投
票
用
紙
を

封
筒
に
入
れ
、
封
筒
に
署
名
し
投

票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

投
票
日
に
投
票
所
に
行
く
こ
と

が
で
き
な
い
人
は
、
早
め
に
投
票

を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

投
票
日
に
次
の
よ
う
な
理
由
で

投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い

人
は
、
期
日
前
投
票
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

・
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
、
冠
婚
葬
祭

な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る
人

・
用
務
や
事
故
な
ど
で
自
分
の
投

票
区
の
区
域
外
に
い
る
人

・
病
気
や
ケ
ガ
、
出
産
な
ど
の
た

め
歩
行
が
困
難
な
人

　

た
だ
し
、
投
票
す
る
時
点
で
ま

だ
19
歳
の
人
に
つ
い
て
は
、
期
日

前
投
票
で
は
な
く
不
在
者
投
票
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
入
場
券
が
配
付
さ
れ
た

人
は
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

　

出
稼
ぎ
や
出
張
な
ど
の
た
め
、

ほ
か
の
市
町
村
に
長
期
滞
在
し
て

い
る
人
で
、
投
票
日
に
本
市
で
投

票
で
き
な
い
人
は
、
滞
在
し
て
い

る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

陸
前
高
田
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
あ
て
に
直
接
又
は
郵
便
で

投
票
用
紙
を
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
本
人
の
意
思
に
基
づ
き
代
理

人
が
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

請
求
に
基
づ
き
本
人
あ
て
に
投

票
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
滞

在
し
て
い
る
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
持
参
し
、
投
票
し
て
く

だ
さ
い
。
郵
送
の
た
め
日
数
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
早
め

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　　

震
災
に
よ
り
市
外
に
避
難
し
て

い
る
人
で
、
投
票
日
に
本
市
で
投

票
で
き
な
い
人
は
、
本
市
で
期
日

前
投
票
又
は
避
難
先
の
市
町
村
選

挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。

　

不
在
者
投
票
を
す
る
場
合
の
投

票
用
紙
の
請
求
方
法
な
ど
は
、
前

記
の
「
市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人

は
」
と
同
様
で
す
。

　

た
だ
し
、
避
難
先
に
住
民
登
録

を
移
し
た
人
で
、
避
難
先
の
市
町

村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
人
は
避
難
先
の
市
町
村
で
の

投
票
と
な
り
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
戦
傷
病

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

や
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
で
、そ
の
障
が
い
（
要

介
護
）
の
程
度
が
一
定
の
基
準
に

あ
て
は
ま
る
人
は
、
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

郵
便
等
で
投
票
す
る
場
合
は
、

前
も
っ
て
郵
便
等
投
票
証
明
書
の

交
付
を
受
け
、
投
票
用
紙
を
請
求

す
る
際
は
、
そ
の
証
明
書
を
添
え

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

投
票
用
紙
の
請
求
は
、
投
票
日

の
４
日
前
（
７
月
17
日
）
ま
で
に

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

証
明
書
に
は
有
効
期
限
が
あ
り

ま
す
の
で
、
期
限
が
切
れ
て
い
る

場
合
は
、
改
め
て
証
明
書
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
上
肢
又
は
視
覚
の
障
が

い
の
程
度
が
一
定
の
基
準
に
あ
て

は
ま
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙

管
理
委
員
会
に
届
出
を
し
た
代
理

記
載
人
に
、
代
理
投
票
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
代
理
記
載
人

の
届
出
は
、
事
前
に
手
続
き
を
済

ま
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
在
者
投
票
所
の
指
定
を
受
け

て
い
る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

に
入
院
（
所
）
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
の
で
、
入
院
（
所
）
し
て
い

る
施
設
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

開
票
は
、
午
後
８
時
30
分
か
ら

市
立
第
一
中
学
校
体
育
館
で
行
い

ま
す
。
入
場
は
午
後
７
時
45
分
か

ら
で
す
。

　

本
市
の
有
権
者
は
、
こ
の
開
票

状
況
を
参
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
参
観
を
希
望
す
る
人
は
、
必

ず
ス
リ
ッ
パ
な
ど
の
上
履
き
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
会
場
の
都
合
に
よ
り
、

参
観
で
き
る
人
は
先
着
順
で

２
０
０
人
ま
で
で
す
。

期日前投票の時間と場所

７月５日（金）～７月２０日（土）

午前８時３０分～午後８時

市役所３号棟１階  第３会議室

期 間

時 間

場 所

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票

期
日
前
投
票
で
き
る
人
は

市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人
は

市
外
に
一
時
避
難
し
て

い
る
人
は

身
体
に
障
が
い
の
あ
る

人
は

病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
院（
所
）し
て
い
る
人
は

に
つ
い
て

開
票
状
況
の
参
観

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票
を
忘
れ
ず
に

７
月
21
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票
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公
職
選
挙
法
が
一
部
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
参
議
院

議
員
通
常
選
挙
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
た
選
挙
運
動
が
解

禁
さ
れ
ま
す
。

　

有
権
者
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

を
利
用
し
た
選
挙
運
動
を
、
候
補

者
や
政
党
等
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

等
及
び
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
た

選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ツ

イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

等
）、
動
画
共
有
サ
ー
ビ
ス
、
動

画
中
継
サ
イ
ト
等
で
す
。

　

た
だ
し
、
有
権
者
が
電
子
メ
ー

ル
（
Ｓ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
方
式
、
電
話
番
号

方
式
）
を
利
用
し
た
選
挙
運
動
を

す
る
こ
と
は
引
き
続
き
禁
止
さ
れ

ま
す
。
候
補
者
や
政
党
等
か
ら
送

ら
れ
て
き
た
選
挙
用
電
子
メ
ー
ル

を
有
権
者
が
ほ
か
の
人
に
転
送
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
有
権
者
や
候
補
者
、
政

党
等
は
、
選
挙
運
動
用
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
電
子
メ
ー
ル
等
に
掲

載
し
て
い
る
文
書
図
画
を
印
刷

し
て
頒
布
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

な
お
、
未
成
年
者
の
選
挙
運
動

は
引
き
続
き
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　

選
挙
運
動
は
、
公
示
又
は
告
示

日
か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
掲
載
さ
れ

た
選
挙
運
動
用
の
文
書
図
画
は
、

投
票
日
当
日
も
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
投
票

日
当
日
の
更
新
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

選
挙
運
動
の
た
め
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
等
や
候
補
者
、
政
党
等
が
送

信
す
る
電
子
メ
ー
ル
に
は
、
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
表
示
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
と

は
、
電
子
メ
ー
ル
や
そ
の
他
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
、
そ
の
者
に
連
絡
す
る

際
に
必
要
と
な
る
情
報
で
あ
り
、

返
信
用
フ
ォ
ー
ム
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
や

ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ユ
ー
ザ
ー
名
等

で
す
。

　

選
挙
運
動
の
た
め
の
有
料
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
政
党
等
は
、
選
挙
運

動
期
間
中
に
当
該
政
党
等
の
選
挙

運
動
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
直

接
リ
ン
ク
す
る
政
治
活
動
用
有
料

広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る

公
職
選
挙
法
違
反
や
、
候
補
者
等

に
対
す
る
悪
質
な
誹
謗
中
傷
、
氏

名
等
を
偽
る
な
り
す
ま
し
行
為

等
は
、
他
の
選
挙
運
動
違
反
と
同

様
に
処
罰
の
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

成
年
被
後
見
人
は
、
こ
れ
ま
で

選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
公
職

選
挙
法
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

が
回
復
し
、
今
回
の
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

成
年
被
後
見
人
が
投
票
す
る
際

に
、
自
ら
候
補
者
の
氏
名
等
を
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
代
理
投
票
に
よ
り
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

代
理
投
票
の
補
助
者
は
、
投
票

管
理
者
が
定
め
た
投
票
所
の
事
務

に
従
事
す
る
者
と
な
り
ま
す
の

で
、
代
理
投
票
を
希
望
す
る
人
は
、

投
票
所
の
職
員
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
内
線
３
２
０
）
ま
で
。

インターネットを利用する方法による選挙運動に関す

る詳細は、下記のホームページに掲載されています。

総務省のホームページＵＲＬ

http : //www.soumu.go. jp/

インターネット選挙運動の解禁に関するホームページＵＲＬ（総務省）

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo-s/
naruhodo/naruhodo10.html

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

選
挙
運
動
が
可
能
に

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
の

表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

有
料
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

広
告
の
禁
止
に
つ
い
て

選
挙
違
反
等
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

選
挙
運
動
の
期
間
は

成
年
被
後
見
人

の
選
挙
権
が
回

復
し
ま
す

インターネットを使った
選挙運動が解禁されます

今回の参議院議員通常選挙から



⑤

生涯学習情報

はまらっせぁ

生涯学習情報生涯学習情報

　6 月 7 日、小友町のふるさとセンターで高齢者教室が行われ、

県警本部の千葉敬
のり

道
みち

警部補と多田綾
あや

子
こ

巡査、大船渡警察署の交通

企画係長の外山竜
たつ

也
や

警部補が「高齢者の交通安全」について講演

しました。

　まず、外山警部補から気仙管内の事故が増加していること、特

に高齢者ドライバーの事故が多いこと、事故の 8 割が自宅周辺で

発生しているといった説明がありました。

　次に、千葉警部補から道路を横断する際の注意点や反射材の効

果について説明があり、千葉警部補のユーモアあふれる語り口に、

受講者も楽しみながら交通安全について学ぶことができました。

正しい歯磨きの仕方を説明する吉田歯科衛生士

　６月８日、高田保育所で保護者を交えて家庭教育学級が開催さ

れ、吉田和
かず

子
こ

歯科衛生士が「子どもの健康と虫歯予防について」

と題し講演しました。

　本市では、３歳６か月児健診時の子どもの虫歯率が県内ワース

ト１位（約２人に１人が虫歯）ということもあり、参加した保護者

は、仕上げ磨きの必要性やジュースを与えるときは氷をたくさん

入れること、食べたらすぐにうがいをすることなど、虫歯予防の

ために普段から気をつけることを再認識することができました。

　市教育委員会では、小友町の旧小友中学校跡地を、「小友グラウンド」として、スポーツ・レクリエー

ション・イベントの利用に供することにしました。

　利用できるのは、市民又は市内に就業、就学している人で構成する団体（成人の責任者が必要）です。

　利用に関しては、次のとおりですが、今後、状況に応じて変更する場合もあります。

▽利用方法

　・利用日の１か月前から申し込みができます。

　・利用申請書を提出し、市教育委員会の許可を得ます。

　　※利用申請書は、市ホームページトップの教育・スポーツ欄「小友グラウンド」から出力できます。

　　※電話で仮予約ができますが、利用申請書の提出を優先します。

　・利用期間　１２月２８日から翌年１月３日までを除く期間。

　・利用時間　午前６時から午後６時まで。ただし、１１月から翌年３月までは午前７時から午後４時

　　　　　　まで。

　・利用料　無料

　・利用できる広さは少年野球ができるくらいです。駐車スペースもあります。

　申請や問合せについては、生涯学習課スポーツ推進係（内線２５２・２５３）まで。

交通安全について説明する千葉警部補

小友町で高齢者教室を開催

高田保育所で家庭教育学級を開催

小友グラウンドの利用について



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑥

　　震災による減免は終了しました

　東日本大震災で被害を受けた人を対象とした国民健康保険税の減免は、平成２４年度で終了しました。

　なお、災害や急激な所得減少などの理由により納付が困難な場合は、申請により減額や免除が受けら

れることがあります。

　また、被用者保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その扶養となっていた

６５歳以上の人が国民健康保険に加入した場合も申請により減免を受けることができます。

　　後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減特例措置の恒久化・延長

①低所得世帯の軽減を恒久化

　　国民健康保険税の軽減を受けていた世帯で、世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行

　した人がいる場合、世帯構成や収入が変わらなければ、以前と同じ割合の軽減が受けられるように判

　定しています。

　　これまでは移行後の５年間に限っていましたが、今後は期限を区切ることなく恒久化されます。

【国民健康保険税の軽減判定基準】

・世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が次の場合、平等割額と均等割額が軽減されます。

　（国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます）

②国民健康保険加入者が一人残った世帯への軽減の延長

　　国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、国民健康保険の加入者が一人となった場

　合、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額を２分の１としています。

　　これまでは、移行後５年間までに限っていましたが、６年目から軽減割合を４分の１として３年間

　延長されます。

判　定　基　準

３３万円以下

３３万円 ＋（２４万５千円×世帯主を除く加入者と特定同一世帯所属者の合計数）以下

３３万円 ＋（３５万円×加入者と特定同一世帯所属者の合計数）以下

軽減割合

７　割

５　割

２　割

国　保
均等割

妻

国　保
均等割

夫

国保世帯割

２０年３月まで

国　保
均等割

妻

後期高齢者
医療制度

夫

国　保

世帯割

移行後５年間

国　保
均等割

妻

後期高齢者
医療制度

夫

国保世帯割

５年経過後の３年間

１／４の軽減措置１／２の軽減措置

国民健康保険税のお知らせ平成２５年度 国民健康保険税のお知らせ



⑦

　　限度額が改正されます

　国民健康保険税の課税限度額が、医療分は５０万円から５１万円に、後期高齢者支援金等分は１３万

円から１４万円に、介護納付金分は１０万円から１２万円に変わります。

　　平成２５年度国民健康保険税納税通知書は、７月中旬に世帯主宛にお送りします。

　納付書で納付する場合の納期は次のとおりです。期限内の納付をお願いします。

　　納め忘れのない口座振替をご利用ください

　市税は、納付書又は口座振替により納付できます。あらかじめ金融機関に口座の登録するこ

とにより、納期限に口座から振替されます。納め忘れのない口座振替をご利用ください。

【手続きに必要なもの】

　預貯金通帳、届出印、納入通知書、申込書（市内の金融機関窓口に用意されています）

【申込先】

・納税組合に加入している人　　………　納税組合を通じて申し込んでください。

・納税組合に加入していない人　………　口座を開設している金融機関へ申し込んでください。

【取扱金融機関】

　岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、

ゆうちょ銀行、岩手県信用漁業協同組合連合会

　※口座振替を手続き済みの人は、納期限が近づいたら、口座の残高を確認するようにお願い

　します。

　　コンビニでも納付できます

　平成２４年度からコンビニエンスストアでも市税の納付が

できるようになりました。コンビニで納付できる納付書には、

バーコードが印刷されています。

【納めることができる税金】

　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

【納付できるコンビニ】

　ローソン、ファミリーマートほか

市税の納付について

　　国民健康保険の届け出忘れはありませんか？

　国民健康保険は職場の健康保険などとは違い、加入するときや脱退するときに、必ず届け出が必要です。

　　・加入の届け出をしないと保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

　　・加入の届け出が遅れると国保税は加入資格を得た月までさかのぼって納めることになります。

　　・脱退の届け出をせず、そのまま受診すると、国民健康保険で負担した医療費を後で返さなければ

　　ならなくなります。

　【問い合わせ先】

　国民健康保険税に関することは、税務課市民税係（内線１０１）まで。

　国民健康保険の届け出に関することは、市民環境課市民係（内線１３２）まで。

　国民健康保険の医療費に関することは、健康推進課国保係（内線１４０、１４１）まで。

１　期

７／３１

２　期

９／２

３　期

９／３０

４　期

１０／３１

５　期

１２／２

６　期

１２／２５

７　期

１／３１

８　期

２／２８



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑧

　東日本大震災により被害を受けた住宅の再建については、被災者生活再建支援金（加算支援金）

２００万円（単数世帯１５０万円）のほか、これまで本市の独自支援策として、宅地造成、水道工事費、

道路工事費などに対する補助を行ってきました。

　今回、国の補助事業を受けることができない世帯を対象とした市の新たな独自支援制度を設けるとと

もに、現行の補助金を増額することで、被災した皆様の生活再建が早期に実現できるよう後押しをします。

【住宅再建の方法】

【その他】

　仮設住宅などに入居する人が公営住宅や補修した自宅に移転する場合には、家財の運搬費用などに対

する補助金として１０万円を交付します。

　申請の方法、必要書類などの詳しい内容については、決まり次第、改めてお知らせします。　

　詳しくは、被災者支援室（内線４１０～４１３）まで。

【概要】

　がけ崩れや津波などの危険から安全を確保するた

め、災害危険区域等の区域内にある危険住宅からの

移転を行う人に対して、危険住宅の除却や住居の移

転などに要する費用と住宅建設や土地の購入などの

ための借入金の利子相当額を補助します。

【借入金利子相当額】　

　建物４４４万円　土地２０６万円　造成５８万円

【移転経費】　　　【住宅再建支援補助】

　７８万円　　　　　　　２００万円（１００万円）　

　　　　　　　　単身世帯１５０万円（　７５万円）

【概要】

　被災者自身が浸水した土地をかさ上げして再建す

る場合や個別に移転先の土地を確保して住宅を再建

する場合で、防災集団移転促進事業などの対象とな

らない場合については、市が独自に支援制度を拡充

し、住宅建設のための借入金の利子相当額と住居の

移転に伴う家財の運搬などに要する費用を補助しま

す。

【借入金利子相当額】　

　建物２５０万円（１４６万円）

【移転経費】　　　【住宅再建支援補助】　

　１０万円　　　　　　　 ２００万円（１００万円）

　　　　　　　　単身世帯１５０万円（　７５万円）

【概要】

　被災地域において住民の居住に適当でない区域に

ある住居の集団的移転を行うため、市が移転先とな

る住宅団地の整備や移転跡地の買い取りなどを行う

とともに、移転者に対して住宅建設や土地の購入な

どのための借入金の利子相当額と住居の移転や従前

の家屋の取り壊しなどに要する費用を補助します。

【借入金利子相当額】　

　建物４４４万円　土地２０６万円　造成５８万円

【移転経費】　　　【住宅再建支援補助】

　７８万円　　　　　　　２００万円（１００万円）　

　　　　　　　　単身世帯１５０万円（　７５万円）

【概要】

　土地区画整理事業の施行により換地された土地に

住宅を再建する場合は、市が独自に支援制度を拡充

し、住宅建設のための借入金の利子相当額と家財の

運搬費用などに対する補助を行います。

【借入金利子相当額】　

　建物２５０万円（１４６万円）

【移転経費】　　　【住宅再建支援補助】　

　１０万円　　　　　　　 ２００万円（１００万円）

　　　　　　　　単身世帯１５０万円（　７５万円）

※太字部分が今回拡充された内容、（　）内は現行額、　　　部分は上限額

　震災時に市外に居住していた人で、今後、市内に住宅を新築して定住する人の経済的負担を軽減する

ために補助金を交付します。

【対象経費】個人住宅の新築や住宅（中古を含む）を購入するために要した費用

【補助金額】１００万円

【期間】平成２３年４月１日（遡及）～平成３１年３月３１日まで。

　詳しくは、企画政策課政策推進係（内線１７２）まで。

　【対象者】　以下の要件を全て満たすこと。

　・東日本大震災の発災時に市外に居住していたこと。

　・住宅（３親等以内の直系血族が所有する場合も含む）が津波により全壊し、滅失（半壊によ  

　りやむを得ず解体した場合も含む）していること。

　・市内に定住するための個人住宅を取得し、自ら居住すること。

　・同一世帯の世帯員が、被災者生活再建支援金を受けていないこと。

住宅再建をする人へ

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転
事
業

任　

意　

再　

建

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業

土
地
区
画
整
理
事
業

市独自の支援策を拡充します

被災関連定住支援事業補助金について

団
　
地
　
造
　
成

個 

人 

で 

再 

建

団
　
地
　
造
　
成

個 

人 

で 

再 

建

被災関連定住支援事業補助金について

市独自の支援策を拡充します



⑨

松　　峰

松　　峰

松　　峰

松　　峰

鳴石第２

鳴石第３

簡易耐火平屋

簡易耐火２階

簡易耐火２階

簡易耐火２階

ＲＣ造４階建

木造２階建

　９号 浴槽・給湯器なし

３２号 浴槽・給湯器なし

４０号 浴槽・給湯器なし

４７号 浴槽・給湯器なし

４１３号

２０３、２１０号

１

１

１

１

１

２

４，８００

１０，５００

１４，１００

１５，１００

１８，６００

２６，１００

７，２００

１４，５００

２１，０００

２２，５００

２７，７００

３８，９００

９，５００

１４，５００

２５，６００

２９，７００

３６，６００

５１，３００

２Ｋ（４.５＋６.０)

３Ｋ（３.０＋３.０＋６.０)

３Ｋ（４.５＋６.０＋７.５）

３Ｋ（６.０＋６.０＋７.５）

２ＬＤＫ（和６＋和６）

２ＬＤＫ（洋８＋和８）

団地名 構　造 間　取　り 戸数
※家賃（単位：円）

① ② ③
備　　考

　松峰団地（米崎町）と鳴石団地（高田町）の市営住宅の中から７戸の入居者を募集します。

■市営住宅に入居できる人（次の各条件を満たしていること）

　・入居希望者全員の所得総額が月額１５万８, ０００円以下（高齢者世帯、障がい者又は小学校就学前

　の人がいる世帯については２１万４, ０００円以下）であること。

　・転勤や結婚などのために現に住宅に困っている人。

　・申込者及び同居しようとする入居者が暴力団員でないこと。

■入居申込の応募期間

▽受付期間　７月８日 ( 月 ) ～７月１９日 ( 金 )

　※午前８時３０分～午後５時まで

▽受付場所　市役所４号棟１階建設課

■必要な書類

　・市営住宅入居申込書（建設課に備えてあります）

　・入居希望者全員の本籍が記載された住民票の写し（市民環境課で発行します）

　・入居希望者のうち、１８歳以上（高校生を除く）の世帯員の所得・課税・扶養証明書（税務課で発

　行します）

　・入居希望者のうち、所得がある人全員の滞納がないことの証明書（税務課で発行します）

　・心身に障がいがある人は、各種障害者手帳の写し

■今回募集する住宅

※家賃についての詳細は、建設課管理係までお問い合わせください。

　なお、入居決定者のいない市営住宅については、応募期間終了後も継続して募集します。

　入居に関する注意事項

　　・各世帯の住宅困窮度により入居者を決定後、結果を連絡します。

　　・家賃３か月分の敷金の納付が必要です（家賃決定後の納付となります）。

　　・連帯保証人との連名による誓約書の提出が必要です（連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明

　　書を添付すること）。

　　・入居予定日は、平成２５年７月下旬以降となる見込みです。

　詳しくは、建設課管理係（内線４０２）まで。

市営住宅（松峰団地・鳴石団地）の入居者募集市営住宅（松峰団地・鳴石団地）の入居者募集



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑩

対　　象　　地　　区 会　　　場 受　付　時　間曜日日月

７

８

竹駒町１～ 7区
竹駒地区各仮設住宅入居者

矢作町１～７区
下矢作地区各仮設住宅入居者

矢作町８～１１・１５・１６区・矢作中仮設住宅入居者

矢作町１２～１４区

横田町５～８区
横田地区各仮設住宅入居者

横田町１～４区

気仙町１～１０区
長部地区各仮設住宅入居者

気仙町１１～１４区

高田町１～６区
高田一中仮設・栃ケ沢仮設住宅入居者　

高田町７～１３区
高田高校グラウンド仮設・西和野・太田仮設住宅入居者

広田町１～８区
広田小学校仮設・他仮設住宅入居者

広田町９～１５区
旧広田水産高校仮設・他仮設住宅入居者

指定日で受診できない人

小友町１～１０区
小友地区各仮設住宅入居者

米崎町１～５区乙
米崎中仮設・他仮設住宅入居者

米崎町６～１１区
米崎小仮設・他仮設住宅入居者

高田町１４～１７区
サンビレッジ仮設・大隅・中和野仮設住宅入居者

火

水

木

金

土

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

１６

１７

１８

１９

２０

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

１

竹駒コミセン

下矢作コミセン

矢作コミセン

生出コミセン

横田コミセン

長部コミセン

市　　役　　所

３号棟第３会議室

喜 多 公 民 館

竹駒コミセン

小友コミセン

米崎コミセン

市　　役　　所
３号棟第３会議室

６：００～８：００

　胃がん検診を下表のとおり実施します。胃がんは早く見つけて治療すれば、ほとんど治癒できる病気

です。この検診を機会に健康管理に留意しましょう。

※検診が混み合わないように対象地区を設定していますが、指定日時に受診できない場合は日程内の都

合がつく日に受診してください。

▽検査内容　バリウムによるエックス線間接撮影

▽一部負担金　２，０００円

▽次の証明書などを提示することで一部負担金が免除になります。

　・医療費の一部負担金等免除証明書

　・り災証明書（一部損壊は除く）

　・重度心身障害者医療費受給者証

　※生活保護世帯や市民税非課税世帯（印鑑を持参してください）、７０歳以上の人も一部負担金が免除

　になります。

▽検診時に持参するもの

　・問診票

　詳しくは、健康推進課保健係（内線２４１、２４２）まで。

胃がん検診日程表平成２５年度
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　【問い合わせ先】受給者証の申請　市民環境課市民係（内線１３３）

　　　　　　　　 医療費の給付　　健康推進課国保係（内線１４１）

　小学１年生から小学３年生までの児童に対して行っている「児童医療費給付事業」の対象を小学６年

生まで拡大し、平成２５年４月１日以降の診療分から給付します。

　この事業の給付を受けるためには申請が必要となります。対象となる小学４年生から小学６年生の児

童の保護者には、すでに案内文書と申請書を郵送していますので、申請書は同封の返信用封筒で郵送す

るか、市民環境課窓口へ提出してください。該当する人には、後日受給者証を郵送します。

　現在「児童医療費給付事業」の対象となっている小学１年生から小学３年生の児童は、手続きする必

要はありません。手持ちの受給者証をそのままお使いください。（小学４年生に進級時の更新となります。）

　なお、保護者の所得が限度額を超える場合は対象外となりますのでご了承ください。

　※所得制限限度額の加算額は以下のとおり

　　・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円

　　・特定扶養親族１人につき１５万円

　受給者証の交付は７月末を予定しています。受給者証の交付後に給付手続きを行いますので、平成２５

年４月以降に受診した医療機関等の領収書は大切に保管してください。

扶養親族などの数

所 得 制 限 限 度 額

０人

２７２万円

１人

３１０万円

２人

３４８万円

３人

３８６万円

４人

４２４万円

５人

４６２万円

受給者証の交付後、医療費助成給付申請書

（グレー）と領収書を持参して、健康推進

課国保係で申請してください。

※領収証は大切に保管してください。

受給者証交付後、医療機関、薬局などで医

療費助成申請書（グレー）を提出してくだ

さい。申請書を忘れたり、県外の病院を受

診した場合は、健康推進課国保係の窓口で

直接申請してください。

４月から７月診療分まで ８月以降の診療分から

○ 被保険者証（児童のもの）

○ 通帳（本人又は保護者名義のもの）

○ 印鑑（認印など）

※平成２４年１月２日以降に本市に転入した人は、

平成２４年度分の保護者の所得証明書が必要です。

　詳しくは、市民環境課市民係まで。

６歳に達する日以後の最初の４月１日から

９歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

で

６歳に達する日以後の最初の４月１日から

１２歳に達する日以後の最初の３月３１日

まで

平成２５年３月３１日診療分まで 平成２５年４月１日診療分から

▽対象者

▽保護者の控除後の所得が次の限度額を超えている場合は、対象外となります

▽申請に必要なもの

▽申請方法

児童医療費給付事業 対象を小学６年生まで拡大対象を小学６年生まで拡大



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑫

診療科目 時間帯

午前

午後

月 火 水 木 金

● ● ● ● ●

受付時間

１１：００まで

休診となりました

休診となりました

緊急検査
対応可能

午前

午後

● ● ● ● ●

● ●

１１：００まで

午前 ● ● ● ● ● １１：００まで

午前 ● １１：００まで

午前 ● １１：３０まで

１５：００まで

午前

午後

● ▲ ●
１１：００まで

午前

午後

● ● ● ● ●

● ● ● ●

１１：００まで

１５：００まで

午後 ● １５：００まで

午前

午後

●

●

１１：００まで

１５：００まで

午前

午後

●

● ●

午後

午後

●

●

予 約 制

予 約 制

予 約 制

午前

午後

●

●

予 約 制

午前 ● 予 約 制

予 約 制

午後 ● ● 予 約 制

午前
午後 ● ● ● ● ● 予 約 制

常勤医師
田畑　潔
石木幹人
溝部宏毅
髙橋　祥
上野正博
髙橋宗康
島貫政昭

石木愛子医師

胆沢病院：毎週月、木曜日

金沢医大：毎週月、火曜日

東北大：毎週金曜日

石木愛子医師

東北大：毎月第２・４木曜日

大船渡病院：毎週木曜日

胆沢病院：毎週月曜日

中部病院：月２日

胆沢病院：毎週月曜日

大船渡病院：毎週月、木曜日

岩手医大：毎週水曜日

東北大：第２水曜日

岩手医大：毎週木曜日

※大腸カメラは、毎月第１、３、５水曜
日、第２、４木曜日、金曜日に行います。

髙橋　祥

上野正博

石木幹人
上野正博

石木幹人
島貫政昭

―

―

島貫政昭

石木幹人
島貫政昭

応　援　医　師

内　　　科

( 胃カメラ )

( 大腸カメラ )

C O P D 外来
（慢性閉塞性肺疾患）

さわやか外来
（認知症外来）

糖尿病外来

健康増進外来

ほほえみ外来
（寝たきり患者様）

禁 煙 外 来

呼 吸 器 科

ストレス外来

小　児　科

外　　　科

整 形 外 科

皮　膚　科

眼　　　科

耳鼻咽喉科

婦　人　科

専

　門

　外

　来

―

石木幹人
上野正博

大木智春
森山秀徳

―

火、水、金

内科医師対応

―

菅野俊雄

―

―

健診
●
健診

第１、３、５

●
第２、４

予 防
接 種

検 査

予 防
接 種

乳 児
健 診

再来くすり新患再来 新患再来
▲

再来くすり
▲

再来くすり

( 平成２５年 6 月 1 日現在）

【受付業務開始時間】

　午前の受付業務開始時間　　８：３０～（ただし、診療申込書、診察券は午前７時から出すことができます）

　午後の受付業務開始時間　１３：００～（専門外来、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科など）

　●＝診療　▲＝再来のみ診療

【お知らせ】

※当院では、毎週木曜日に病院前敷地内において、婦人科診療車による婦人科の診療を行っています。

　受付時間は、午前は１１時まで、午後は３時までです。

　予約は不要ですので、受診希望の人は、受付時間内にご来院ください。

※都合により休診、または時間等変更となる場合があります。お問い合わせのうえ、ご来院ください。

※内科、整形外科の午後の診療は休診となりました。

※眼科の水曜日午後は検査日となります。急患の場合はお問い合わせのうえ、ご来院ください。

※小児科の火曜日～木曜日の午後の診療は、乳児健診・予防接種終了後となります。

※健康診断は全て予約制になりますので、お問い合わせください。

　【問い合わせ先】県立高田病院　☎５４－３２２１（代表電話番号）

※夜間及び土日祝日などは救急診療体制となり、医師及び看護師が待機しています。お問い合わせのうえ、ご来院ください。

県立高田病院から 外 来 診 療 の ご 案 内外 来 診 療 の ご 案 内外 来 診 療 の ご 案 内
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　岩手県医師会では、第一中学校体育館西側に診療所を開設しています。７月の診療日程は下表のとお

りです。

※診療科は、日によって異なります。また、都合により変更になる場合があります。

※７月２１日（日）午後２時から４時まで、当診療所駐車場において岩手県眼科医会による無料の眼科健

診が行われます。当日は眼科医と共に眼科専用健診車が来るので、精度の高い健診が期待できます。受

診を希望する人は、予約が必要ですので事前に申し込んでください。

※平成２３年８月に高田診療所が開設されて間もなく２年になりますが、開設から３年目に入る８月か

ら、水曜日と木曜日の診療を見合わせることになりました。その結果、毎週土曜日と日曜日に診療を行

うことになります。

　また、元日を除く全ての祝日、８月１５日・１６日、１２月２９日・３０日及び１月２日・３日も診

療を行います。

　詳しくは、高田診療所（☎５３－２１１０　診療日のみ通話可）までお問い合わせ下さい。

●  第一中学校敷地内で診療しています ●

岩手県医師会高田診療所 ７月の診療日程岩手県医師会高田診療所

期　　日 診療（受付）時間 診　　　療　　　科

７月　３日（水）

７月　４日（木）

７月　６日（土）

７月　７日（日）

７月１０日（水）

７月１１日（木）

７月１３日（土）

７月１４日（日）

７月１５日（月）

７月１７日（水）

７月１８日（木）

７月２０日（土）

７月２１日（日）

７月２４日（水）

７月２５日（木）

７月２７日（土）

７月２８日（日）

７月３１日（水）

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

外科系、小児科、皮膚科（要予約）

内科系、外科系、小児科

内科系、小児科、心療内科

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科

皮膚科

内科系、外科系

内科系、小児科、泌尿器科、心療内科、子どもの心

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科

内科系、外科系

小児科、皮膚科（要予約）

内科系、外科系

内科系、外科系、小児科、心療内科、子どもの心

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科

小児科、皮膚科（要予約）

内科系

内科系、泌尿器科、心療内科、子どもの心

内科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科

小児科、皮膚科（要予約）

　ハローワークでは、下表のとおり就職支援ナビゲーターによる就職支援相談会を開催します。

　この相談会での相談は、雇用保険受給者の失業認定申告書の「就職活動」に該当します。雇用保

険受給資格者証を持っている人は、提示をお願いします。

▽相談内容　就職相談、情報提供、雇用保険失業給付手続方法又は職業訓練受講給付金を受給しな

　　　　　　がらの職業訓練の案内など。

　詳しくは、ハローワーク大船渡出張労働相談担当（☎２７－４１６５）まで。

７月の就職支援相談会

１３：３０～１５：００ 米崎中学校仮設団地談話室

１０：００～１１：３０

高田高校（長砂）仮設団地集会所

１０：００～１１：３０ 広田コミセン

開　催　日　時 開　催　場　所

二日市仮設団地談話室

１３：３０～１５：００

１０：００～１１：３０ 矢作小学校仮設団地談話室

１３：３０～１５：００ 米崎小学校仮設団地集会所

７月１０日（水）

７月　１日（月）

７月１７日（水）



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑭

航 空  学  生

一般曹候補生

自 衛 官

候 補 生

募集種目 資　　格 受付期間 試　験　期　日 待遇・その他

高卒（見込含む）

２１歳未満の者

１次　　９月２１日（土）
２次　１０月１２日（土）～
　　　 　　　１７日（木）
３次　１１月　９日（土）～
　　　 １２月１２日（木）

１次　　９月１６日（月）、
　　　 　　　１７日（火）
２次　１０月　５日（土）～
　　　 　　　１１日（金）
※いずれか１日を指定され
ます。

受付時にお知らせします。通　年

９月２２日（日）～２６日（木）
※いずれか１日を指定され
ます。

８月１日（木）

９月６日（金）

１８歳以上

２７歳未満の者男
子

女

　子

　所要の教育を経て３か
月後に２等陸・海・空士
に任用
　陸上（技術系を除く）は
１年 9か月、陸上（技術
系）・海上・航空は２年 9
か月を１任期として任用
（以降１任期２年）

　入隊後２年９か月経過
以降、選考により３等陸・
海・空曹

　海・空自衛隊パイロッ
トを養成。入隊後約６年
で３等海・空尉

〜

８月１日（木）

９月６日（金）

〜

　自衛隊岩手地方協力本部では、日本の平和と安全を守る「国の防衛」、自然災害や海難事故などが発生

したの場合の「災害派遣」、また「国際貢献」などのスケールの大きな仕事に従事できる自衛官を募集し

ています。

　詳しくは、岩手地方協力本部釜石地域事務所（☎０１９３－２３－７８５４）まで。

医 療 機 関 名 連　絡　先

吉田歯科医院

きかわだ歯科クリニック

気仙歯科クリニック

５４－４５６６

５７－１１８８

５５－３２３８

医 療 機 関 名 連　絡　先

広田歯科医院

たかた歯科医院

平成歯科医院

４７－３３９３

５５－５０１１

５５－２８００

　歯周病の早期発見と歯の健康づくりを目的として、歯科健診を実施しています。歯周病は、歯の生活

習慣病であり、日本人が歯を失う最も大きな要因と言われており、歯の健康維持には、自己管理のほか

に定期的な歯科健診が重要です。対象年齢に該当する人は、ぜひこの機会に受診して、歯の健康維持に

努めましょう。

　なお、健康診査を希望する場合は、歯科医院に直接予約してください。

【対象年齢】　平成２５年４月２日から平成２６年４月１日までの間で、

　　　　　　　３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０　歳になる人

【料金】　無料　※ただし、治療は有料となります

【期限】　平成２５年９月３０日まで

【持参するもの】　成人歯科健診受診券と保険証

　　　　　　　　※成人歯科健診受診券は、対象年齢の人に送付しています。

【実施医療機関】

　詳しくは、健康推進課保健係（内線２４１）まで。

自衛官募集のお知らせ

成人歯科健康診査の実施 歯周病の予防に成人歯科健康診査の実施



⑮

　

陸
前
高
田
斎
苑
で
は
火
葬
炉
の

補
修
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
は
火
葬
炉
が
１
基

し
か
使
え
な
い
た
め
、
希
望
ど
お

り
の
火
葬
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
工
事
期
間　

７
月
22
日
（
月
）

～
25
（
木
）

▽
火
葬
受
付
件
数　

１
日
２
件

（
午
前
１
件
／
午
後
１
件
）

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
環
境

安
全
係
（
内
線
１
３
４
）
ま
で
。

　

例
年
、
お
盆
の
前
は
く
み
取
り

の
申
し
込
み
が
集
中
し
ま
す
の

で
、
７
月
中
の
く
み
取
り
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
先　

㈲
気
仙
広
域
清
掃

（
☎ 　

ー
９
３
２
１　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

ー
１
１
４
５
）

※
８
月
14
日
（
水
）
～
18
日
（
日
）

は
お
盆
休
み
。

　

法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ

ン
タ
ー
）
で
は
、
７
月
か
ら
新
た

に
夜
間
と
休
日
の
弁
護
士
相
談
を

始
め
ま
す
。

　

な
お
、
東
日
本
大
震
災
の
際
、

岩
手
県
内
に
住
所
が
あ
っ
た
人

は
、
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

▽
場
所　

法
テ
ラ
ス
気
仙
（
大
船

渡
市
盛
町
字
宇
津
野
沢
９
ー
５
）

▽
夜
間
相
談

・
月
日　

７
月
18
日
（
木
）

　

※
以
降
、
毎
月
第
３
木
曜
日

・
時
間　

午
後
６
時
～
８
時

▽
休
日
相
談

・
月
日　

７
月
21
日
（
日
）

※
以
降
、
毎
月
第
３
日
曜
日

・
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

※
予
約
し
た
人
を
優
先
し
ま
す
。

　

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
は
、

法
テ
ラ
ス
気
仙
（
☎
０
５
０
ー

３
３
８
３
ー
１
４
０
２
）
ま
で
。

　

か
お
り
の
す
る
樹
木
・
草
花
を

用
い
た
、
街
区
・
近
郊
地
区
等
の

「
み
ど
り
香
る
ま
ち
づ
く
り
」
を

演
出
す
る
企
画
の
コ
ン
テ
ス
ト
を

環
境
省
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

▽
応
募
要
件　

・
か
お
り
の
す
る
樹
木
・
草
花
等

（
原
則
と
し
て
総
計
30
本
以
上
）

を
使
用
す
る
企
画
で
あ
る
こ
と
。

・
今
後
実
施
を
想
定
し
て
お
り
、

植
栽
場
所
を
確
保
し
て
い
る
企
画

で
あ
る
こ
と
（
既
に
実
施
し
て
い

る
事
業
に
つ
い
て
は
、
植
え
替
え

や
拡
大
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
事

業
で
あ
る
こ
と
）。

▽
応
募
書
類　

応
募
登
録
票
（
環

境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）、

企
画
の
場
所
が
分
か
る
地
図
、
か

お
り
の
樹
木
・
宿
根
草
・
そ
の
他

の
草
花
配
置
図
（
平
面
図
）、
企

画
が
分
か
る
概
要
ペ
ー
パ
ー
（
Ａ

３
サ
イ
ズ
１
枚
）、
現
状
写
真
、

主
要
な
地
点
の
成
木
時
の
予
想

図
、
そ
の
他
参
考
資
料
、［
応
募

時
も
し
く
は
受
賞
決
定
時
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類
］
植
栽
場
所

を
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書

類▽
提
出
方
法　

次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
電
子
デ
ー
タ
を
メ
ー
ル
で
送
信

・
電
子
デ
ー
タ
を
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
な
ど

で
郵
送

・
紙
の
資
料
を
郵
送

▽
締
切
日　

10
月
11
日
（
金
）（
当

日
消
印
有
効
）

　

問
い
合
わ
せ
先
は
、
環
境
省 

水
・
大
気
環
境
局
大
気
生
活
環

境
室
（
☎
０
３
ー
５
５
２
１
ー

８
２
９
９
）
ま
で
。

　

聴
覚
障
が
い
を
持
つ
人
が
手
話

通
訳
又
は
要
約
筆
記
を
必
要
と
す

る
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

緊
急
時
の
場
合
も
、
市
か
ら
岩

手
県
立
視
聴
覚
障
が
い
者
情
報
セ

ン
タ
ー
に
連
絡
し
て
、
岩
手
県
に

登
録
さ
れ
て
い
る
近
隣
の
通
訳
者

の
派
遣
依
頼
を
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
い
つ
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
課
障
が

い
福
祉
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援
員
（
内
線
２
３
２
）
ま
で
。

　

子
ど
も
た
ち
の
年
齢
に
合
わ
せ

た
絵
本
や
今
の
季
節
に
お
奨
め
し

た
い
絵
本
を
紹
介
す
る
絵
本
講
座

で
す
。

　

楽
し
い
絵
本
の
世
界
に
ふ
れ
な

が
ら
、
一
緒
に
心
地
よ
い
時
間
を

過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

▽
日
時　

７
月
22
日
（
月
）
午
後

１
時
半
～
３
時
半

▽
場
所　

陸
前
高
田
こ
ど
も
図
書

館 
ち
い
さ
い
お
う
ち
（
竹
駒
コ
ミ

セ
ン
脇
）

▽
定
員　

20
人

▽
締
切
日　

７
月
21
日
（
日
）

▽
参
加
料　

無
料

※
託
児
を
希
望
す
る
場
合
は
、
併

せ
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
は
、

陸
前
高
田
こ
ど
も
図
書
館
ち
い
さ

い
お
う
ち
（
☎　

ー
３
２
２
７

Ｆ
Ａ
Ｘ　

ー
３
４
８
５
）
ま
で
。

　

若
い
世
代
の
人
が
、
ゆ
か
た
や

着
物
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
る
こ
と

で
自
分
で
着
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま

た
、
お
母
さ
ん
が
子
ど
も
に
着
付

け
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
、
次
世

代
に
着
物
文
化
を
つ
な
げ
る
た
め

に
「
ゆ
か
た
着
付
け
教
室
」
を
開

催
し
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
に
住
む
20
～
40
代

の
女
性

※
子
ど
も
と
一
緒
の
参
加
も
可

▽
月
日　

・
７
月
27
日
（
土
）
※
募
集
締
切

日　

７
月
19
日
（
金
）

・
８
月
７
日
（
水
）
※
募
集
締
切

日　

７
月
26
日
（
金
）

▽
時
間　

午
後
３
時
～
５
時

▽
会
場　

ま
ち
づ
く
り
協
働
セ
ン

タ
ー
（
高
田
町
字
大
隅
93
ー
１　

高
田
大
隅
つ
ど
い
の
丘
商
店
街
２

階
）

陸
前
高
田
斎
苑
か
ら

火
葬
炉
補
修
工
事
の
お
知
ら
せ

５４

気
仙
広
域
連
合
衛
生
セ
ン
タ
ー
か
ら

お
盆
前
の
し
尿
の
く
み
取
り
の

申
し
込
み
は
お
早
め
に
！

information

お知らせコーナー

information

お知らせコーナー

法
テ
ラ
ス
か
ら

夜
間
・
休
日
の
弁
護
士
相
談
を
開
始

環
境
省
か
ら

「
み
ど
り
香
る
ま
ち
づ
く
り
」

企
画
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施

聴
覚
障
が
い
を
持
つ
人
へ

手
話
通
訳
者
を
派
遣
し
ま
す

陸
前
高
田
こ
ど
も
図
書
館
か
ら

ス
キ
ッ
プ
♪
ス
キ
ッ
プ
♪

絵
本
の
せ
か
い
を
開
催

生
涯
学
習
課
か
ら

市
民
講
座
「
ゆ
か
た
着
付
け

教
室
」
の
受
講
生
を
開
催

５４

２７

２７



２０１３年（平成２５年）　７月１日号　⑯

むらかみ　ゆいこ
ちゃん

いとう　ゆうり
ちゃん

すずき　こと
ちゃん

むらかみ　あきと
ちゃん

▽
定
員　

各
20
人

▽
受
講
料　

無
料

▽
そ
の
他　

開
講
日
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
大
隅
夕
涼
み
会
」（
７
月

27
日
）、「
高
田
町
う
ご
く
七
夕
ま

つ
り
」「
気
仙
町
け
ん
か
七
夕
ま

つ
り
」（
８
月
７
日
）
が
催
さ
れ

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ゆ
か
た
を
着
て

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
は
、

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
（
内
線

２
５
５
）
ま
で
。

　

陸
前
高
田
市
赤
十
字
奉
仕
団
で

は
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

活
動
内
容
は
、
炊
き
出
し
や
救

護
活
動
と
い
っ
た
防
災
に
関
す
る

こ
と
や
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
へ

の
話
し
相
手
な
ど
の
地
域
福
祉
活

動
で
す
。

　

特
に
も
男
性
や
若
い
世
代
の
加

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
長
寿
社
会
課
高

齢
福
祉
係
（
内
線
２
０
２
）
ま
で
。

　

陸
前
高
田
市
地
域
女
性
団
体
協

議
会
で
は
、
市
長
を
招
い
て
、
子

ど
も
た
ち
の
未
来
に
つ
い
て
な

ど
、「
女
性
の
復
興
に
つ
い
て
の

思
い
」
を
語
り
合
う
会
を
開
催
し

ま
す
。

▽
日
時　

７
月
22
日
（
月
）
午
後

１
時
半
～
３
時

▽
場
所　

市
役
所
４
号
棟
３
階
第

６
会
議
室

　

問
い
合
わ
せ
先
は
、
陸
前
高
田

市
地
域
女
性
団
体
協
議
会（
☎　

ー
２
０
７
７
）
ま
で
。

【
平
成
25
年
度
の
保
険
料
免
除
な

ど
の
受
付
を
開
始
】

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
免
除
や
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受

け
ず
に
保
険
料
を
納
め
な
い
ま

ま
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
の
免
除
な
ど
の
受

付
は
７
月
１
日
か
ら
行
っ
て
お

り
、
平
成
25
年
７
月
か
ら
平
成
26

年
６
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し

て
い
ま
す
。

※
申
請
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
度

必
要
で
す
。

　

免
除
な
ど
を
申
請
す
る
人
や

相
談
な
ど
は
市
民
環
境
課
か
、
一

関
年
金
事
務
所
（
☎
０
１
９
１

ー　

ー
４
２
４
６
）
、
又
は
社
会

保
険
相
談
日
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

※
７
月
の
社
会
保
険
相
談
日
は
、

７
月
18
日
（
木
）
で
す
。

　

詳
し
く
は
広
報
り
く
ぜ
ん
た
か

た
６
月
15
号
の
「
健
康
・
生
活
カ

レ
ン
ダ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
平
成
24
年
度
の
免
除
な
ど
の
受

付
は
７
月
31
日
ま
で
】

　

平
成
24
年
７
月
か
ら
平
成
25
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の

申
請
は
、
７
月
31
日
で
受
付
を
終

了
し
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

人
は
、
早
め
に
市
民
環
境
課
ま
で
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
学
生
は
学
生
納
付
特
例
制
度
を

利
用
で
き
ま
す
】

　

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、

所
得
が
少
な
い
学
生
が
申
請
し
、

承
認
さ
れ
る
と
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

　

対
象
は
、
20
歳
以
上
の
学
生
で
、

本
人
の
前
年
所
得
が
１
１
８
万
円

以
下
の
人
で
す
。

　

な
お
、
申
請
に
は
、
学
生
証
（
コ

ピ
ー
可
）
又
は
在
学
証
明
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
市
民

係
（
内
線
１
３
１
）
ま
で
。

　

岩
手
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン

タ
ー
遠
野
実
習
場
で
は
、
被
災
地

域
で
離
職
し
た
人
の
再
就
職
を
支

援
す
る
職
業
訓
練
コ
ー
ス
の
受
講

生
を
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
科　

住
宅
建
築
施
工
科　

▽
定
員　

15
人

▽
対
象
者　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求

職
手
続
き
を
し
て
い
る
人

▽
募
集
期
間　

７
月
２
日
（
火
）

～
25
日
（
木
）

▽
訓
練
期
間　

８
月
20
日
（
火
）

～
平
成
26
年
２
月
24
日
（
月
）

▽
受
講
料　

無
料
（
た
だ
し
テ
キ

ス
ト
代
と
し
て
６
，
０
０
０
円
）

　

受
講
の
申
し
込
み
な
ど
の
問
い

合
わ
せ
は
、
岩
手
職
業
能
力
開
発

促
進
セ
ン
タ
ー
遠
野
実
習
場
（
☎

０
１
９
８
ー　
　

ー
１
４
１
１
）

ま
で
。

　

岩
手
県
看
護
協
会
ナ
ー
ス
セ
ン

タ
ー
で
は
、
看
護
の
仕
事
を
目
指
す

人
や
求
人
相
談
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時　

８
月
１
日
（
木
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
30
分

▽
場
所　

大
船
渡
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

▽
相
談
料　

無
料

　

問
い
合
わ
せ
先
は
、
岩
手
看
護

協
会
（
☎
０
１
９
ー
６
２
２
ー

３
歳
６
か
月
児
健
診
か
ら

◆
平
成
25
年
６
月
健
診
分
①

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

陸
前
高
田
市
赤
十
字
奉
仕
団
か
ら

赤
十
字
奉
仕
団
の
団
員
募
集

地
域
女
性
団
体
協
議
会
か
ら

「
市
長
と
語
る
・
復
興
へ
の

女
性
の
思
い
」
を
開
催

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
…

受
講
生
募
集
！

再
就
職
の
た
め
の
職
業
訓
練

岩
手
県
看
護
協
会
か
ら

「
看
護
の
お
し
ご
と
相
談
会
」
を
開
催

５９

２３

６３
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熱
中
症
の
発
生
は
７
～
８

月
が
ピ
ー
ク
で
、
急
に
暑
く

な
っ
た
日
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。
夏
の
間
は
熱
中
症

対
策
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

○
熱
中
症
と
は

　

高
温
多
湿
な
環
境
下
で
、

体
内
の
水
分
や
塩
分
の
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
た
り
、
体
温
調

整
機
能
が
う
ま
く
働
か
な
い

こ
と
に
よ
り
、
体
内
に
熱
が

た
ま
る
状
態
で
す
。

○
症
状

・
軽
症
：
筋
肉
痛
、
め
ま
い
、

大
量
に
汗
が
で
る

・
中
等
症
：
吐
き
気
、
頭
痛
、

身
体
の
だ
る
さ

・
重
症
：
高
体
温
、
け
い
れ
ん
、

意
識
が
な
い

○
熱
中
症
の
予
防
に
は

・
水
分
や
塩
分
の
補
給

　

の
ど
が
渇
い
て
い
な
く
て

も
、
頻
繁
に
水
分
を
と
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

特
に
、
運
動
を
す
る
と
き

や
外
で
作
業
を
す
る
と
き
は
、

ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な
ど
で

塩
分
も
一
緒
に
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

・
環
境
を
整
え
る

　

家
の
中
で
は
、
小
ま
め
に

換
気
し
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
の

設
定
は
、
温
度
が
28
度
以
上
、

湿
度
が
70
％
を
超
え
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
外
出
時
の
注
意

　

日
傘
や
帽
子
の
ほ
か
に
、

風
通
し
が
よ
く
、
汗
の
乾
き

や
す
い
服
を
選
び
、
い
つ
で

も
飲
め
る
よ
う
に
、
水
分
を

持
参
し
ま
し
ょ
う
。

　

疲
れ
た
ら
日
陰
で
休
憩
を

と
る
こ
と
も
大
事
で
す
。

○
高
齢
者
は
特
に
注
意

　

高
齢
者
は
、
暑
さ
や
水
分

不
足
に
対
す
る
感
覚
が
低
下

し
て
い
ま
す
。
意
識
し
て
水

分
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
周
り
の
人
も
注
意

深
く
見
守
る
こ
と
が
予
防
に

つ
な
が
り
ま
す
。

○
も
し
熱
中
症
に
な
っ
た
ら

①
涼
し
い
場
所
へ
避
難
さ
せ

る
。

②
衣
服
を
脱
が
せ
、
首
や
脇

の
下
、
も
も
の
つ
け
根
を
冷

や
す
。

③
水
分
・
塩
分
を
補
給
す
る
。

※
処
置
し
て
も
改
善
し
な
い
、

自
力
で
水
分
摂
取
で
き
な
い

場
合
は
、
す
ぐ
に
医
療
機
関

へ
行
く
こ
と
。

　

日
頃
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
食
事
の
摂
取
、
睡
眠
時

間
の
確
保
、
規
則
正
し
い
生

活
を
心
が
け
、
熱
中
症
に
か

か
り
に
く
い
体
を
つ
く
り
ま

し
ょ
う
。

慶 弔（届出日：５ /１６～６/１５）

◇おくやみ（　）は字名・年齢・死亡日

矢作　千　葉　俊　六（上小黒山・71・5/16）

　　　吉　田　太利衛（中島・78・5/25）

横田　松　田　松　男（槻沢・86・5/27）

　　　菊　池　一　彦（砂子田・70・5/30）

竹駒　中　里　マンヨ（館・93・5/20）

高田　村　上　惠　司（馬場前・78・5/18）

　　　佐　藤　忠　夫（東和野・85・5/21）

　　　高　橋　正　雄（本丸・65・5/26）

米崎　長　野　キチエ（野沢・88・5/20）

　　　熊　谷　幸　子（神田・73・5/23）

　　　岩　渕　ウメ子（中田・85・5/26）

　　　佐　藤　　　保（地竹沢・71・5/26）

　　　近　江　ミ　キ（松峰・84・5/28）

　　　菊　池　ツ　ヤ（和野・89・5/31）

　　　金　野　一　夫（中島・78・6/1）

　　　門　屋　一　朗（神田・40・6/3）

小友　高　橋　紘　一（下新田・73・6/12）

広田　佐々木　鳥　雄（泊・80・5/16）

　　　鈴　木　密　雄（六ヶ浦・80・5/22）

８
２
１
３
）
ま
で
。

　

財
団
法
人
岩
手
県
建
築
住
宅
セ

ン
タ
ー
で
は
、
仮
設
住
宅
で
の
暮
ら

し
が
、
よ
り
快
適
で
安
全
に
な
る
よ

う
「
応
急
仮
設
住
宅
保
守
管
理
セ

ン
タ
ー
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

施
設
の
不
具
合
や
修
繕
な
ど
の

要
望
が
あ
る
場
合
は
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
連
絡
先　

０
１
２
０
―
７
６
６

―
８
８
０
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

キ
ャ
リ
ア
支
援
員
が
福
祉
や
介

護
、
保
育
の
仕
事
や
資
格
の
取
得
、

求
人
情
報
や
就
職
支
援
な
ど
の
各

種
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽
月
日　

７
月
10
日
（
水
）・
８

月
９
日
（
金
）

▽
時
間　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
～

▽
会
場　

竹
駒
コ
ミ
セ
ン

▽
対
象　

福
祉
や
介
護
、
保
育
の

仕
事
や
職
場
を
希
望
す
る
人
、
関

心
の
あ
る
人

▽
相
談
料　

無
料

※
事
前
に
申
し
込
ん
だ
人
の
相
談

を
優
先
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
や
問
い
合
わ
せ
先

は
、
岩
手
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ

ー
（
０
８
０
ー
８
２
０
１
ー

０
２
０
０
）
ま
で
。

　

建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
労

働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を

営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的
と

し
て
お
り
、
労
働
者
の
働
い
た
日

数
に
応
じ
て
事
業
主
が
掛
金
を
支

払
い
、
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か

ら
退
職
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。

▽
加
入
で
き
る
事
業
主　

建
設
業

を
営
む
人

▽
対
象
者　

建
設
業
の
現
場
で
働

く
人

▽
特
徴
は
次
の
と
お
り

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま

す
。

・
掛
金
は
税
法
上
全
額
非
課
税
と

な
り
ま
す
。

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。

・
福
利
厚
生
と
し
て
提
携
施
設
の

割
引
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
退
共
岩
手
県

支
部
（
☎
０
１
９
ー
６
２
２
ー

４
５
３
６
）
ま
で
。

保
健

だ
よ
り

熱
中
症
は
予
防
で
き
ま
す
。

保
健

だ
よ
り

３７７

仮
設
住
宅
の
不
具
合
や
修
理
は

応
急
仮
設
住
宅
保
守
管
理

セ
ン
タ
ー
に
連
絡

福
祉
や
介
護
の
仕
事
に
興
味
が
あ
る
人
へ

福
祉
の
し
ご
と
出
張
相
談
を
開
催

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度
に
つ
い
て
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名
古
屋
市
で
は
、
学
校
建

設
や
市
営
住
宅
の
管
理
を
し

て
い
ま
し
た
。

　

今
年
の
４
月
か
ら
学
校
教

育
課
で
勤
務
し
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
小
友
小
学
校
の
運
動

場
の
整
備
や
防
災
備
蓄
倉
庫

の
建
設
業
務
に
か
か
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
運
動
場
を
整
備

し
て
、
地
元
の
皆
さ
ん
に
喜

ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
が
一
番

の
思
い
出
で
す
。
こ
ち
ら
で

は
、
名
古
屋
で
は
食
べ
ら
れ

な
い
よ
う
な
お
い
し
い
魚
介

類
が
豊
富
で
食
べ
飽
き
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か

ら
も
高
田
の
魅
力
を
味
わ
い

な
が
ら
、
復
興
に
貢
献
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　

四よ
つ　

元も
と　

寛ひ
ろ　

規の
り

　

■
派
遣
元　

愛
知
県
名
古
屋
市

　

４
月
か
ら
被
災
者
支
援
室

で
被
災
さ
れ
た
方
々
の
生
活

再
建
に
む
け
た
相
談
受
付
業

務
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
派

遣
前
は
東
京
の
国
立
市
社
会

福
祉
協
議
会
で
福
祉
の
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
陸
前
高

田
は
震
災
後
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
訪
れ
た
最
初
の
場
所
で

す
。
こ
の
時
の
出
会
い
な
ど

を
通
じ
て
、
少
し
で
も
お
役

に
立
て
る
な
ら
と
志
望
し
、

今
は
市
民
に
な
り
ま
し
た
。

　

陸
前
高
田
は
人
が
あ
た
た

か
く
、
ま
ち
も
魅
力
が
い
っ

ぱ
い
！
こ
れ
か
ら 
“
一
歩
一

歩
前
へ
”
の
お
手
伝
い
を
精

一
杯
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

民
生
部
被
災
者
支
援
室

　
　

奥お
く　

村む
ら　

真ま

以い

子こ

　

■
派
遣
元　

岩
手
県
庁　

　

４
月
か
ら
学
校
教
育
課
で

就
学
援
助
、
学
び
基
金
を
主

に
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

一
関
市
で
は
、
室
根
支
所

で
学
校
、
体
育
施
設
の
整
備

な
ど
を
担
当
し
て
い
ま
し

た
。

　

室
根
支
所
は
、
気
仙
沼
市

の
隣
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

震
災
後
は
主
に
気
仙
沼
市
へ

の
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
陸
前
高
田
市
の
復
興
に

少
し
で
も
貢
献
で
き
れ
ば
と

思
い
、
派
遣
を
希
望
し
ま
し

た
。

　

一
関
（
千
厩
町
）
か
ら
だ

と
通
勤
に
１
時
間
程
度
か
か

り
ま
す
が
、
毎
日
元
気
に
通

い
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

派
遣
前
は
学
校
施
設
の
整

備
を
担
当
し
て
お
り
、
４
月

か
ら
は
生
涯
学
習
課
で
埋
蔵

文
化
財
調
査
の
事
務
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

　

埋
蔵
文
化
財
の
業
務
は
初

め
て
で
、
不
慣
れ
な
業
務
を

滞
り
な
く
遂
行
で
き
る
か
不

安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
同
僚

の
助
け
も
あ
り
、
現
在
の
と

こ
ろ
は
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
ホ

ッ
と
し
て
い
ま
す
。

　

建
築
物
の
建
設
は
、
復
興

の
中
で
も
特
に
目
に
見
え
る

分
野
で
す
の
で
、
埋
蔵
文
化

財
調
査
は
建
設
に
係
る
第
一

歩
＝
復
興
へ
の
第
一
歩
と
考

え
、
一
年
間
勤
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

埼
玉
県
川
口
市
を
定
年
退

職
し
、
４
月
よ
り
岩
手
県
任

期
付
職
員
と
し
て
陸
前
高
田

市
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

趣
味
は
、
囲
碁
と
野
球
で

す
。

　

鳴
石
の
職
員
宿
舎
に
住
ん

で
お
り
、
朝
夕
の
鶯
の
鳴
き

声
や
星
空
の
美
し
さ
に
癒
さ

れ
な
が
ら
、
都
会
で
は
味
わ

え
な
い
自
然
を
満
喫
し
て
い

ま
す
。

　

今
ま
で
の
行
政
経
験
（
上

下
水
道
・
区
画
整
理
な
ど
）

を
活
か
し
て
、
少
し
で
も
復

興
の
役
に
立
つ
よ
う
頑
張
り

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　

千ち　

葉ば　
　
　

稔
み
の
る

　

■
派
遣
元　

岩
手
県
一
関
市

　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　
　

桐き
り　

木き　
　
　

亮
あ
き
ら

　

■
派
遣
元　

京
都
府
京
都
市　

　

建
設
部
都
市
計
画
課

　
　

横よ
こ　

山や
ま　

裕ゆ
う　

一い
ち

　

■
派
遣
元　

岩
手
県
庁　

職員紹介 

3市
職員紹介 
市

復興のため、
ただいている
紹介します。
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４
月
か
ら
都
市
計
画
課

で
、
主
に
今
泉
地
区
の
土
地

区
画
整
理
事
業
を
担
当
し
て

い
ま
す
。

　

震
災
直
後
の
５
月
か
ら
１

か
月
ほ
ど
協
働
推
進
室
に
派

遣
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時

は
現
在
の
庁
舎
が
な
く
、
給

食
セ
ン
タ
ー
内
の
災
害
対
策

本
部
で
市
民
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
に
電
話
対
応
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
と
き
に
受
け
た

高
田
の
人
の
温
か
い
対
応
や

笑
顔
に
癒
さ
れ
た
こ
と
が
忘

れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
派
遣
期
間
は
１
年

間
で
す
。
前
回
よ
り
も
陸
前

高
田
市
民
の
た
め
に
な
る
よ

う
な
仕
事
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
来
て
か

ら
、
昨
年
は
気
仙
沼
市
の
が

れ
き
処
理
や
、
仮
設
下
水
道

工
事
の
現
場
責
任
者
と
し
て

従
事
し
ま
し
た
。
家
族
が
被

災
し
な
が
ら
も
、
雪
の
中
、

懸
命
に
作
業
し
て
い
た
だ
い

た
作
業
員
さ
ん
の
顔
が
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
は
、
高
台
移
転
の
用

地
と
工
事
が
担
当
で
す
。
仮

設
住
宅
か
ら
昆
布
漁
に
出
ら

れ
る
方
々
に
接
す
る
た
び
、

早
く
安
ら
げ
る
住
宅
用
地
を

届
け
な
け
れ
ば
と
思
い
、
皆

さ
ん
の
声
を
積
極
的
に
聞
き
、

寄
り
添
い
な
が
ら
、
用
地
交

渉
や
工
事
の
早
期
発
注
に
全

力
で
取
り
組
み
ま
す
。

　

４
月
か
ら
市
民
環
境
課
市

民
係
で
、
主
に
国
民
年
金
の

業
務
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

市
役
所
の
顔
で
も
あ
る
市

民
の
窓
口
業
務
で
、「
あ
い
さ

つ
」
と
「
笑
顔
」
に
心
が
け

て
対
応
し
て
い
ま
す
。
早
い

も
の
で
、
す
で
に
３
か
月
が

過
ぎ
ま
し
た
が
、
市
民
係
の

業
務
範
囲
が
広
い
た
め
不
慣

れ
な
部
分
が
多
々
あ
り
、
係

の
皆
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
て

い
る
状
況
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
も
市
民

や
職
員
の
方
々
か
ら
は
「
和
」

と
「
温
」
を
非
常
に
強
く
感

じ
ら
れ
、
感
謝
×
２
で
す
。

　

１
日
で
も
早
く
市
民
の
役

に
立
て
ら
れ
る
よ
う
努
力
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

兵
庫
県
の
出
身
で
、
阪
神

淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
防
災
関
係

に
つ
い
て
学
び
、
教
育
機
関

に
10
数
年
間
勤
務
し
て
い
ま

し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

を
少
し
で
も
陸
前
高
田
市
の

復
興
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
考
え
、
被
災
地

へ
の
派
遣
に
手
を
挙
げ
ま
し

た
。

　

今
回
の
震
災
の
経
験
を
活

か
し
て
、
陸
前
高
田
市
の
安

全
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　

名
古
屋
市
で
は
固
定
資
産

税
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
ち
ら
で
は
主
に
産
業
振

興
や
雇
用
対
策
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
仕
事
柄
、
震
災
を

経
て
事
業
を
再
開
し
て
い
る

人
と
会
う
機
会
が
多
い
の
で

す
が
、
復
興
に
向
け
て
尽
力

さ
れ
て
い
る
姿
を
見
る
に
つ

れ
、
少
し
で
も
役
に
立
て
る

よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
強

く
感
じ
ま
す
。

　

こ
ち
ら
に
来
て
３
か
月
、

方
言
に
も
慣
れ
始
め
、
今
後

は
そ
の
習
得
に
向
け
て
、
よ

り
一
層
み
な
さ
ん
と
交
流
し

て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　

建
設
部
都
市
計
画
課

　
　

山や
ま　

本も
と　

章あ
き　

貴た
か

　

■
派
遣
元　

愛
知
県
名
古
屋
市

　

復
興
対
策
局
事
業
推
進
室

　
　

山や
ま　

中な
か　

雅ま
さ　

仁ひ
と

　

■
派
遣
元　

群
馬
県
桐
生
市　

　

民
生
部
市
民
環
境
課

　
　

斉さ
い　

田た　

光み
つ　

智ひ
ろ

　

■
派
遣
元　

岩
手
県
盛
岡
市

　

総
務
部
総
務
課

　
　

中な
か　

村む
ら　

吉よ
し　

雄お

　

■
派
遣
元　

岩
手
県
庁

　

企
画
部
商
工
観
光
課

　
　

竹た
け　

本も
と　

圭け
い　

吾ご

　

■
派
遣
元　

愛
知
県
名
古
屋
市

陸前高田
派遣

陸前高田
派遣

陸前高田市の
応援に来てい
職員の方々を
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数字で見る陸前高田市
市内の火災救急活動（５月）

（　）は 1 月からの累計

市の人口（５月３１日現在）
◎住民登録人口（　）内は前月比

市内の交通事故（５月）
大船渡警察署調べ。（　）は１月からの累計

◆人身事故
◆物損事故
◆負 傷 者
◆死 亡 者
◆飲酒運転

男
女
計

世帯数

◆建　　物

◆林野・その他

◆出動件数

◆搬送人員

　１件
３０件

１人
０人
０人

９，９３１人
１０，７０４人
２０，６３５人

７，５１８世帯

０件

０件

４７人

４５人

（２８件）
（２２２件）
（４１人）
（  ０人）
（  ２人）

（－１０）
（－　６）
（－１６）

（　１６）

（  ０件）

（  ４件）

（３１５件）

（３０９人）
※前年同月との比較（－１２１）
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５４

食改
レシピ

　詳しくは、健康推進課保健係（内線２４３）まで。

　・玉ねぎ　 １００g

　・なす　　　 ６０g

　・ズッキーニ ５０g

　・ゴーヤ　　 ６０g

　・ピーマン　 ５０g

　・トマト　 １００g

　・鶏ささみ　　１本

①　野菜とささみは大きめの乱切りに切

　っておく。

②　材料を炒める。

③　材料がしんなりしてきたらＡを入れ

　てひと煮立ちさせる。

④　カレールーを入れる。

⑤　ご飯にかけて出来上がり。

・夏野菜をたっぷり入れたカレーです。カレー粉にはアルツハイマー病予防に効果的な

クルクミンが豊富に含まれています。また、玉ねぎは血管が若返る効果があります。

一言メモ

＝陸前高田市食生活改善推進員協議会３０周年記念料理集『絆』より＝

　・しょうが　　 少々

　・カレールー ２かけ

　　　 牛乳　２００cc

　　　 水　　２００cc

　・ご飯　　 ３２０g

  ■ 作り方
材 料（２人分）

夏野菜カレー夏野菜カレー

{Ａ


